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派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
要
綱

第
一

協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
行
う
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付

派
遣
元
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
五
に
規
定
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
し
て
行
う
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付
の
う
ち
、
当
該
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
に
密

接
に
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
の
間
で
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違
等
が
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
説
明
等

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

派
遣
労
働
者
（
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
一
及
び
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
説
明
の
内
容

１

派
遣
元
事
業
主
は
、
法
第
二
十
六
条
第
七
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た

情
報
（
以
下
「
待
遇
等
に
関
す
る
情
報
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
派
遣
労
働
者
と
比
較
対
象
労
働
者
（
法
第
二
十
六
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条
第
八
項
に
規
定
す
る
比
較
対
象
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
に
つ
い

て
説
明
す
る
こ
と
。

２

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
と
比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
と
し
て
、
次
の

及
び

に

（一）

（二）

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
こ
と
。

派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
の
相
違
の
有

（一）
無

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

（二）
イ

派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
個
別
具
体
的
な
内
容

ロ

派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
基
準

３

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲

そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
、
待
遇
の
性
質
及
び
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
基
づ
き
、
待

遇
の
相
違
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
。

二

協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内
容
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１

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
賃
金
が
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て

同
項
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
で
定
め
た
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に
関
す
る
当
該
協
定
の
定
め
に
よ
る
公

正
な
評
価
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。

２

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
賃
金
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
及
び
労
働
者
派
遣

事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る

福
利
厚
生
施
設
を
除
く
。
）
が
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
派

遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内
容
に
準
じ
て
説
明
す
る
こ
と
。

三

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
方
法

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
が
説
明
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
資
料
を
活
用
し
、
口
頭
に
よ
り

説
明
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
説
明
す
べ
き
事
項
を
全
て
記
載
し
た
派
遣
労
働
者
が
容
易
に
理
解
で
き

る
内
容
の
資
料
を
用
い
る
場
合
に
は
、
当
該
資
料
を
交
付
す
る
等
の
方
法
で
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

四

比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
の
情
報
提
供

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
な
い
場
合
で
も
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
比
較
対
象
労
働
者
と
の
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間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
法
第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

第
三

待
遇
等
に
関
す
る
情
報
の
保
管
及
び
使
用

一

待
遇
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
個
人
情
報
に
該
当
す
る
も
の
の
保
管
又
は
使
用
は
、
法
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
条
の

三
、
第
三
十
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
条
の
五
及
び
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
待
遇
の
確
保
等
と
い
う
目

的
（
以
下
「
待
遇
の
確
保
等
の
目
的
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

派
遣
元
事
業
主
は
、
待
遇
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
個
人
情
報
に
該
当
し
な
い
も
の
の
保
管
又
は
使
用
を
待
遇
の
確
保

等
の
目
的
の
範
囲
に
限
定
す
る
等
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

秘
密
の
保
持

待
遇
等
に
関
す
る
情
報
は
、
法
第
二
十
四
条
の
四
の
秘
密
を
守
る
義
務
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

情
報
の
提
供

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
を
締
結
し
て
い
る
か
否
か
の
別
並
び
に
当
該
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
協
定
対
象
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派
遣
労
働
者
の
範
囲
及
び
当
該
協
定
の
有
効
期
間
の
終
期
の
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に

よ
り
広
く
関
係
者
、
と
り
わ
け
派
遣
労
働
者
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
六

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
七

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。
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派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
要
綱

第
一

協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
行
う
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付

派
遣
元
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
五
に
規
定
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
し
て
行
う
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付
の
う
ち
、
当
該
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
に
密

接
に
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
の
間
で
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違
等
が
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
説
明
等

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

派
遣
労
働
者
（
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
除
く
。

）
に
対
す
る
説
明
の
内
容

以
下
こ
の
一
及
び
二
に
お
い
て
同
じ
。

派
遣
元
事
業
主
は
、
法
第
二
十
六
条
第
七
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け

１
（一）た

情
報
（
以
下
「
待
遇
等
に
関
す
る
情
報
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
派
遣
労
働
者
と
比
較
対
象
労
働
者
（
法
第
二
十
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六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
比
較
対
象
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
に
つ

い
て
説
明
す
る
こ
と
。

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
と
比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
と
し
て
、
次
の

及
び

２

イ

（二）

（一）

に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
こ
と
。

ロ
（二）

派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
の
相
違
の

イ
（一）

有
無

次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
項

ロ

イ

ロ

（二）

（イ）

（ロ）

派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
の
個
別
具
体
的
な
内
容

イ
（イ）

派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
基
準

ロ
（ロ）派

遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範

３
（三）囲

そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
、
待
遇
の
性
質
及
び
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
基
づ
き
、

待
遇
の
相
違
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
。

二

協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内
容



- 3 -

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
賃
金
が
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ

１
（一）て

同
項
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
で
定
め
た
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に
関
す
る
当
該
協
定
の
定
め
に
よ
る

公
正
な
評
価
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と

。

と
す
る
こ
と

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
賃
金
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
及
び
労
働
者
派

２
（二）遣

事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ

る
福
利
厚
生
施
設
を
除
く
。
）
が
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、

派
遣
労
働
者

に
対
す
る
説
明
の
内
容
に
準
じ
て
説
明
す
る
こ
と

。

（
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
除
く
。
）

と
す
る
こ
と

三

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
方
法

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
が
説
明
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
資
料
を
活
用
し
、
口
頭
に
よ
り

説
明
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
説
明
す
べ
き
事
項
を
全
て
記
載
し
た
派
遣
労
働
者
が
容
易

も
の
と
す
る

と
す
る

に
理
解
で
き
る
内
容
の
資
料
を
用
い
る
場
合
に
は
、
当
該
資
料
を
交
付
す
る
等
の
方
法
で
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

こ
と
。

四

比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
の
情
報
提
供
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派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
な
い
場
合
で
も
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
比
較
対
象
労
働
者
と
の

間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
法
第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

。

と
す
る
こ
と

第
三

待
遇
等
に
関
す
る
情
報
の
保
管
及
び
使
用

一

待
遇
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
個
人
情
報
に
該
当
す
る
も
の
の
保
管
又
は
使
用
は
、
法
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
条
の

三
、
第
三
十
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
条
の
五
及
び
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
待
遇
の
確
保
等
と
い
う
目

的
（
以
下
「
待
遇
の
確
保
等
の
目
的
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

派
遣
元
事
業
主
は
、
待
遇
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
個
人
情
報
に
該
当
し
な
い
も
の
の
保
管
又
は
使
用
を
待
遇
の
確
保

等
の
目
的
の
範
囲
に
限
定
す
る
等
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

秘
密
の
保
持

待
遇
等
に
関
す
る
情
報
は
、
法
第
二
十
四
条
の
四
の
秘
密
を
守
る
義
務
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

情
報
の
提
供
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派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
を
締
結
し
て
い
る
か
否
か
の
別
並
び
に
当
該
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
協
定
対
象

派
遣
労
働
者
の
範
囲
及
び
当
該
協
定
の
有
効
期
間
の
終
期
の
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に

よ
り
広
く
関
係
者
、
と
り
わ
け
派
遣
労
働
者
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
六

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
。

七

も
の
と
す
る


